
佐

藤

貞

幹

の

自

由

教

育

論

か

ら

「本
員
ハ
固
ヨ
リ
自
由
教
育
ヲ
可
ト
ス
レ
ト
モ
政
府
ハ
干
渉
教
育
ヲ
執
レ
リ
。」
こ

れ
は
明
治
初
期
、
自
由
民
権
運
動
家
と
し
て
活
動
し
た
佐
藤
貞
幹
が
一
八
八
二

（明

治

一
五
）
年
四
月
二
七
日
の
神
奈
川
県
会
で
述
べ
た
言
葉
で
あ
る
。
県
か
ら
提
起
さ

れ
た
教
育
費
の
審
議
に
際
し
、
概
ね
予
算
削
減
が
進
め
ら
れ
よ
う
と
す
る
局
面
に
お

け
る
発
言
で
あ
っ
た
。

師
範
学
校
の
校
長
や
教
員
な
ど
の
給
料
を
検
討
す
る
過
程
で
、
成
内
穎

一
郎
か
ら

「師
範
学
校
ヲ
横
浜
二
置
ク
ハ
郡
村
二
対
シ
不
適
宜
ナ
リ
本
員
ハ
之
ヲ
郡
区
二
分
離

セ
ン
コ
ト
ヲ
欲
シ
」
、
そ
の
場
合
は
校
長
給
料
な
ど
の
費
目
は
削
除
と
い
う
意
見
が

出
さ
れ
た
。
佐
藤
は
こ
れ
に
賛
同
し
、
調
査
委
員
の
原
案
か
ら
校
長
給
料
を
削
除
し
、

そ
の
他
の
費
目
を
減
額
す
る
な
ど
と
い
う
案
に
対
し
て
は
、
「其
金
額
ニ
テ
ハ
閉
校

同
様
二
為
シ
置
ク
モ
ノ
ノ
如
シ
此
ハ
却
テ
不
経
済
ニ
シ
テ
教
員
ノ
如
キ
ハ
節
減
シ
得

ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
批
判
す
る
。
そ
の
よ
う
な
修
正
案
が
出
さ
れ
た
理
由
を

「郡
区
情
態
ノ
異
ル
モ
ノ
ア
ル
ニ
之
ヲ
連
帯
支
弁
卜
為
ス
ニ
基
ク
」
か
ら
と
指
摘
す

る
。
郡
区
の
格
差
は

「区
ノ
如
キ
ハ
月
々
経
費
二
残
余
ア
リ
ト
聞
ケ
リ
故
二
教
員
モ

善
キ
者
ヲ
雇
入
ル
ヲ
得
ル
ト
雖
ト
モ
郡
村
二
至
リ
テ
ハ
之
二
反
シ
教
員
ノ
如
キ
ハ
区

ノ
十
分
ノ
一
二
モ
及
ハ
サ
ル
有
様
ナ
リ
」
と
財
政
収
入
の
差
が
大
で
あ
る
。
そ
こ
で

冒
頭
の
言
葉
に
始
ま
る
対
策
が
語
ら
れ
る
。
「其
器
具
タ
ル
師
範
学
校
モ
要
サ
ル
ル

ヲ
得
ス
傷
テ
若
シ
之
ヲ
放
椰
シ
置
ケ
ハ
自
由
教
育
ニ
モ
ア
ラ
ス
干
渉
教
育
ニ
モ
ア
ラ

ス
唯
夕
萎
靡
不
振
ノ
状
ア
ル
ヲ
見
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ン
故
二
郡
区
二
分
離
セ
ハ
自
然
尽
力

ス
ル
者
モ
ア
リ
テ
其
功
ヲ
奏
ス
ヘ
シ
ト
思
考
ス
レ
ハ
之
ヲ
分
離
シ
テ
郡
区
ノ
満
足
ヲ

得
セ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
ル
ナ
リ
」
（『東
京
横
浜
毎
日
新
聞
』
一八
八
二
年
五
月
二
人
日
）。

と
こ
ろ
で
佐
藤
の
言
う

「自
由
教
育
」
と
は
如
何
な
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
片
桐
芳

雄
は

「初
期
教
育
会
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
教
員
お
よ
び
地
域
の
民
衆
が
自
主
的
な

集
団
を
形
成
し
自
ら
の
生
活
に
必
要
な
教
育
を
発
展
さ
せ
る

『自
由
』、
教
員
が
政

治
に
も
積
極
的
に
関
心
を
も
ち
、
そ
れ
に
か
か
わ
ろ
う
と
す
る

『自
由
』、
教
則
を

伊
　
東
　
富

　
昭

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
自
主
的
に
編
成
す
る

『自
由
』
等
々
、
総
じ
て

『自
由
教
育
』

論
と
称
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
主
張
は
、
植
木
枝
盛
起
草
の
日
本
国
国
憲
案
の
第
五
九
条

『日
本
人
民
ハ
何
等
ノ
教
授
ヲ
ナ
シ
何
等
ノ
学
ヲ
ナ
ス
モ
自
由
ト
ス
』
に
典
型
化
さ

れ
る
」
と
す
る

（『自
由
民
権
期
教
育
史
研
究
　
近
代
公
教
育
と
民
衆
』
東
京
大
学

出
版
会
、　
一
九
九
〇
年
刊
）。
明
治
政
府
の
求
め
る
教
育
と
民
権
家
の
そ
れ
が
常
に

対
立
関
係
に
あ
っ
た
訳
で
は
な
い
こ
と
は
、
片
桐
も
指
摘
し
て
い
る
し
、
民
権
運
動

研
究
自
体
も
政
治
的
レ
ベ
ル
で
の
同
質
性
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
新
政
反
対

一
揆
や
困
民
党
事
件
な
ど
に
見
ら
れ
る
民
衆
の
意
識
は
、
教
育

・
国
政
に
対
し
て
、

そ
れ
ら
と
は
異
な
る
要
求
が
あ
つ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

昨
年

一
二
月

一
五
日
、
教
育
基
本
法
改
悪
法
案
が
参
議
院
本
会
議
を
通
過
し
成
立

し
た
。
戦
後
、
民
主
政
治
を
実
現
す
る
た
め
、
教
育
基
本
法
第

一
〇
条
に
は
、
戦
前

の
教
育
勅
語
に
代
表
さ
れ
る
国
家
主
義
教
育
な
ど
、
国
家
権
力
の
教
育
へ
の
介
入
を

排
除
す
る
目
的
で

「教
育
は
、
不
当
な
支
配
に
服
す
る
こ
と
な
く
、
国
民
全
体
に
対

し
直
接
に
責
任
を
負
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
筈
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
い
つ
し
か
排
除
さ
れ
る
べ
き
そ
の
国
家
権
力
は
、
教
育
現
場
で
日
夜
苦
闘

す
る
教
職
員
ら
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
日
教
組
こ
そ
が

「不
当
な
支
配
」
を
行
っ
て

き
た
と
攻
撃
し
、
新
教
基
法
に

「不
当
な
支
配
」
の
文
言
は
残
し
な
が
ら
も
、
「
こ

の
法
律
及
び
他
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
」
と
、
「国

旗
国
歌
法
」
を
越
え
た
日
の
九
君
が
代
強
制
と
同
様
に
、
国
家
権
力
の
教
育
へ
の
介

入
を
し
や
す
く
す
る
道
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
安
倍
政
権
は
、
い
よ
い
よ
本
命

の
憲
法
改
悪
を
任
期
中
に
実
現
さ
せ
る
と
気
勢
を
上
げ
て
い
る
模
様
で
あ
る
。
し

か
し
彼
ら
が
作
ろ
う
と
し
て
い
る

「美
し
い
日
本
」
「希
望
の
国
」
と
は
何
な
の
か
。

戦
後
民
主
主
義
が
危
機
を
迎
え
て
い
る
今
こ
そ
、
我
々
が
民
主
主
義
に
ふ
さ
わ
し
い

国
民
で
あ
っ
た
か
否
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（京
浜
歴
史
科
学
研
究
会
事
務
局
長
　
一
一〇
〇
七
年

一
月
七
日
記
）
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